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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成手段により記録材に形成された画像について画質異常が推定された場合に、当
該推定された画質異常が発生し易い状態となるように、前記画像形成手段の動作に関する
設定項目を調整する調整手段と、
　前記推定された画質異常に応じた検査用画像を、前記調整手段により前記設定項目を調
整された前記画像形成手段によって記録材に形成させるよう供給する供給手段と、
　前記画像形成手段により前記検査用画像の形成が施された記録材を画像読み取りして得
られた読取画像を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された読取画像と前記検査用画像とを比較して、前記推定され
た画質異常の有無を検査する検査手段と、
　を備えたことを特徴とする画質異常検査装置。
【請求項２】
　記録材に画像を形成する画像形成手段と、
　記録材を画像読み取りして読取画像を得る画像読取手段と、
　前記画像形成手段により記録材に形成された画像について画質異常を推定する推定手段
と、
　前記推定手段により画質異常が推定された場合に、当該画質異常が発生し易い状態とな
るように、前記画像形成手段の動作に関する設定項目を調整する調整手段と、
　前記推定された画質異常に応じた検査用画像を、前記調整手段により前記設定項目を調
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整された前記画像形成手段によって記録材に形成させるよう供給する供給手段と、
　前記画像形成手段により前記検査用画像の形成が施された記録材を前記画像読取手段に
より画像読み取りして得られた読取画像を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された読取画像と前記検査用画像とを比較して、前記推定され
た画質異常の有無を検査する検査手段と、
　を備えたことを特徴とする画質異常検査システム。
【請求項３】
　コンピュータに、
　画像形成手段により記録材に形成された画像について画質異常が推定された場合に、当
該推定された画質異常が発生し易い状態となるように、前記画像形成手段の動作に関する
設定項目を調整する調整機能と、
　前記推定された画質異常に応じた検査用画像を、前記調整手段により前記設定項目を調
整された前記画像形成手段によって記録材に形成させるよう供給する供給機能と、
　前記画像形成手段により前記検査用画像の形成が施された記録材を画像読み取りして得
られた読取画像を取得する取得機能と、
　前記取得機能により取得された読取画像と前記検査用画像とを比較して、前記推定され
た画質異常の有無を検査する検査機能と、
　を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画質異常検査装置、画質異常検査システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　用紙等の記録材に画像を形成する画像形成装置による画質異常等の障害の検出に関し、
従来から種々の発明が提案されている。
　例えば、感光体の表面電位の測定や感光体の表面に付着したトナーの濃度の測定を行い
、その測定結果を予め設定された条件と比較して、画質不良の原因となっている部位を表
示する技術が提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　例えば、読取画像情報と記録画像情報と比較して不一致が検出された場合に、その不一
致の内容を判別し、判別された画像情報間の不一致の内容に対応させて記録条件（不一致
が発生しない記録条件）を再設定した後、記録紙に対して記録画像情報に対応する画像を
再記録させる技術が提案されている（特許文献２参照）。
【０００４】
　例えば、複数種類のテスト用の画像を記憶しておき、この複数種類のテスト用の画像の
うち、何れか一又は複数のテスト用の画像を選択し、選択したテスト用の画像の種類に応
じた出力条件（異常種毎に設定された出力周期）で、選択したテスト用の画像をプリンタ
出力させる技術が提案されている（特許文献３参照）。
【０００５】
　例えば、画像形成装置の複数種の状態データに基づいて異常予兆判定用の複数種の対象
データを生成し、複数種の対象データが、各種宛に設定されている各基準値以下か超える
かを判別し、各種の状態データ宛の判別結果に、各状態データ宛に設定されている重みを
付けて多数決により、数種の状態データの全体としての異常予兆の有無を判定する技術が
提案されている（特許文献４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０６－２６２８００号公報
【特許文献２】特開平１１－１０９８０７号公報
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【特許文献３】特開２００８－１７３８６９号公報
【特許文献４】特開２００９－０３７１４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、用紙等の記録材に画像を形成する画像形成装置における画質異常の検出を精
度よく行えるようにする技術を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の本発明は、画像形成手段により記録材に形成された画像について画質
異常が推定された場合に、当該推定された画質異常が発生し易い状態となるように、前記
画像形成手段の動作に関する設定項目を調整する調整手段と、前記推定された画質異常に
応じた検査用画像を、前記調整手段により前記設定項目を調整された前記画像形成手段に
よって記録材に形成させるよう供給する供給手段と、前記画像形成手段により前記検査用
画像の形成が施された記録材を画像読み取りして得られた読取画像を取得する取得手段と
、前記取得手段により取得された読取画像と前記検査用画像とを比較して、前記推定され
た画質異常の有無を検査する検査手段と、を備えたことを特徴とする画質異常検査装置で
ある。
【００１１】
　請求項２に記載の本発明は、記録材に画像を形成する画像形成手段と、記録材を画像読
み取りして読取画像を得る画像読取手段と、前記画像形成手段により記録材に形成された
画像について画質異常を推定する推定手段と、前記推定手段により画質異常が推定された
場合に、当該画質異常が発生し易い状態となるように、前記画像形成手段の動作に関する
設定項目を調整する調整手段と、前記推定された画質異常に応じた検査用画像を、前記調
整手段により前記設定項目を調整された前記画像形成手段によって記録材に形成させるよ
う供給する供給手段と、前記画像形成手段により前記検査用画像の形成が施された記録材
を前記画像読取手段により画像読み取りして得られた読取画像を取得する取得手段と、前
記取得手段により取得された読取画像と前記検査用画像とを比較して、前記推定された画
質異常の有無を検査する検査手段と、を備えたことを特徴とする画質異常検査システムで
ある。
【００１２】
　請求項３に記載の本発明は、コンピュータに、画像形成手段により記録材に形成された
画像について画質異常が推定された場合に、当該推定された画質異常が発生し易い状態と
なるように、前記画像形成手段の動作に関する設定項目を調整する調整機能と、前記推定
された画質異常に応じた検査用画像を、前記調整手段により前記設定項目を調整された前
記画像形成手段によって記録材に形成させるよう供給する供給機能と、前記画像形成手段
により前記検査用画像の形成が施された記録材を画像読み取りして得られた読取画像を取
得する取得機能と、前記取得機能により取得された読取画像と前記検査用画像とを比較し
て、前記推定された画質異常の有無を検査する検査機能と、を実現させるためのプログラ
ムである。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１～３に記載の本発明によると、用紙等の記録材に画像を形成する画像形成装置
における画質異常の検出を、本発明を適用しない場合に比べて精度よく行えるようになる
。
【００１４】
　また、請求項１～３に記載の本発明によると、推定された画質異常の検出性が高まるよ
うに、画像形成手段の動作を調整することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
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【図１】本発明の一実施形態に係る画質異常検査システムの機能ブロックを例示する図で
ある。
【図２】本発明の一実施形態に係る画質異常検査システムにおける画像形成部の構成を例
示する図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る画質異常検査システムにおけるレーザ光量に係る予兆
監視特徴量を時系列順に例示する図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る画質異常検査システムにおける画質異常と画像形性パ
ラメータとの関係を例示する図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る画質異常検査システムにおけるベイジアンネットワー
クによる画質異常推定モデルを例示する図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る画質異常検査システムにおける画質異常検査処理の流
れを例示する図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る画質異常検査システムにおいて故障検査装置として動
作するコンピュータの主要なハードウェア構成を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。
　図１には、本発明の一実施形態に係る故障検査システムの機能ブロックを例示してある
。本例の故障検査システムは、記録材に画像を形成する画像形成部６０、画像形成部６０
による出力画像を読み取る出力画像読取部７０、画像形成部６０における画質異常を検査
する画質異常検査部８０、を備えた画像形成装置として構成されている。つまり、本例の
故障検査システム（画像形成装置）は、画質異常検査装置に相当する画質異常検査部８０
を画像形成装置の内部に備えた構成であり、画像形成部６０における画質異常の検査を装
置自身が単独で行う構成となっている。なお、画像形成装置としては、例えば、プリンタ
（印刷装置）、コピー機（複写装置）、ファクシミリ装置、印刷・複写・ファクシミリ等
の機能を複合的に備えた複合機、などが挙げられる。
【００１８】
　まず、画像形成部６０について説明する。
　図２には、画像形成部６０の構成を例示してある。本例の画像形成部６０は、一般にタ
ンデム型と呼ばれる中間転写方式であって、電子写真方式により各色成分のトナー像が形
成される複数の画像形成ユニット１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋと、各画像形成ユニット１Ｙ，
１Ｍ，１Ｃ，１Ｋにより形成された各色成分トナー像を中間転写ベルト１５に順次転写（
一次転写）させる一次転写部１０と、を備えている。また、本例の画像形成部６０は、中
間転写ベルト１５上に転写された重畳トナー画像を記録材である用紙Ｐに一括転写（二次
転写）させる二次転写部２０と、二次転写された画像を用紙Ｐ上に定着させる定着装置５
７と、を備えている。また、本例の画像形成部６０は、各装置（各部）の動作を制御する
制御手段の一例としての制御部４０と、利用者からの指示を受け付けるためのユーザイン
タフェース（ＵＩ）４１と、を有している。
【００１９】
　本例において、画像形成ユニット１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋの各々は、矢印Ａ方向に回転
する感光体ドラム１１Ｙ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｋを有する。そして、感光体ドラム１１
Ｙ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｋの各々の周囲には、各種の電子写真用デバイスが順次配設さ
れている。このデバイスとしては、感光体ドラム１１を帯電する帯電器１２と、感光体ド
ラム１１上に静電潜像を書込むレーザ露光器１３（図中露光ビームを符号Ｂｍで示す）と
、各色成分トナーが収容されて感光体ドラム１１上の静電潜像をトナーにより可視像化す
る現像器１４と、が含まれる。また、デバイスとしては、感光体ドラム１１上に形成され
た各色成分トナー像を一次転写部１０にて中間転写ベルト１５に転写する一次転写ロール
１６と、感光体ドラム１１上の残留トナーを除去するドラムクリーナ１７とが含まれる。
　これらの画像形成ユニット１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋは、中間転写ベルト１５の上流側か
ら、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の順に、略直線状に配置
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されている。そして、感光体ドラム１１Ｙ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｋの各々は、中間転写
ベルト１５に対して接離可能に構成されている。
【００２０】
　本例では、用紙搬送系として、用紙収容部から用紙Ｐを取り出して二次転写部２０へと
送り込む手段と、二次転写された後に搬送される用紙Ｐを定着装置５７へと搬送する搬送
ベルト５５と、用紙Ｐを定着装置５７に導く定着入口ガイド５６と、を備えている。また
、用紙搬送系として、定着装置５７から排紙された用紙Ｐをガイドする排紙ガイド５８と
、排紙ガイド５８によりガイドされた用紙Ｐを外部に排出する排紙ロール５９と、を備え
ている。
【００２１】
　すなわち、二次転写部２０にてトナー像が静電転写された用紙Ｐは、中間転写ベルト１
５から剥離された状態でそのまま搬送ベルト５５へと搬送される。搬送ベルト５５では、
定着装置５７における搬送速度に合わせて、用紙Ｐを最適な搬送速度で定着装置５７まで
定着入口ガイド５６を介して搬送する。定着装置５７に搬送された用紙Ｐ上の未定着トナ
ー像は、定着装置５７によって熱および圧力による定着処理を受けることで用紙Ｐ上に定
着される。そして定着画像が形成された用紙Ｐは、排紙ガイド５８及び排紙ロール５９を
介して、装置外部に設けられた図示しない排紙収容部に搬送される。
【００２２】
　次に、画質異常検査部８０について説明する。
　本例の画質異常検査部８０は、画像形成パラメータ１次蓄積部８１、予兆監視特徴量算
出部８２、画像形成パラメータ２次蓄積部８３、予兆監視特徴量変化検出部８４、画質異
常推定部８５、テストチャート画像データ出力部８６、パラメータ調整部８７、画質異常
予兆検出部８８、画質異常予測出力部８９、を備えている。
【００２３】
　画像形成パラメータ１次蓄積部８１は、予め定められた単位時間毎に画像形成部６０か
ら取得される画像形成パラメータ及び補助データを一時的に蓄積するためのバッファメモ
リである。本例では、蓄積データ（画像形成パラメータ及び補助データ）に時刻情報等の
時系列を示す情報を付加することで時系列順に保持している。
【００２４】
　ここで、画像形成パラメータとしては、帯電器１２における帯電電位、レーザ露光器１
３におけるレーザ光量、現像器１４におけるトナー濃度、一次転写部１０における一次転
写電流、二次転写部２０における二次転写電流、定着装置５７における定着ロール温度な
どの各部の計測値が挙げられる。また、各部の計測値だけでなく、各部を制御するための
設定値を画像形成パラメータとしてもよく、各部の設定値と計測値の差分を画像形成パラ
メータとしてもよい。
【００２５】
　また、補助データとしては、画像形成部６０における画像形成処理を制御するためのパ
ッチ濃度情報等のプロセスコントロール情報（処理制御情報）、画像密度を表すピクセル
カウント数等のジョブ情報（指示情報）、装置内部の温度や湿度等の環境情報などが挙げ
られ、画像形成パラメータの変化点の原因解析等を行うために用いられる。
【００２６】
　予兆監視特徴量算出部８２は、予め定められた単位枚数分の画像形成パラメータが画像
形成パラメータ１次蓄積部８１に蓄積される毎に、画像形成パラメータ１次蓄積部８１に
時系列順に蓄積された単位枚数分の画像形成パラメータを読み出して、各画像形成パラメ
ータの平均値、標準偏差、最大値、最小値等の統計量を算出する。本例では、当該算出さ
れた各画像形成パラメータに関する統計量を（画質異常の）予兆監視特徴量という。
【００２７】
　画像形成パラメータ２次蓄積部８３は、予兆監視特徴量算出部８２により算出された予
兆監視特徴量を蓄積する。本例では、蓄積データ（予兆監視特徴量）に時刻情報等の時系
列を示す情報を付加することで時系列順に保持している。
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　また、本例では、補助データについても、予兆監視特徴量算出部８２により平均値等の
統計量を算出して、対応する予兆監視特徴量と共に画像形成パラメータ２次蓄積部８３に
蓄積するようにしている。
【００２８】
　予兆監視特徴量変化検出部８４は、画像形成パラメータ２次蓄積部８３に時系列順に蓄
積された予兆監視特徴量を読み出して、予兆監視特徴量の時系列変化における異変（異常
と推定される状態への変化）を検出する。本例では、例えば回帰曲線で予測される時系列
変化の傾向に対する乖離の度合いが閾値以上になったか、画像形成パラメータ毎に設定さ
れた正常範囲から予兆監視特徴量が外れたか等の観点から、予兆監視特徴量の時系列変化
における異変を検出する。
【００２９】
　図３には、画像形成パラメータの一例であるＬａｓｅｒＰｏｗｅｒ（レーザ光量）に係
る予兆監視特徴量を時系列順に例示してある。図３において、ＬａｓｅｒＰｏｗｅｒ１～
ＬａｓｅｒＰｏｗｅｒ４は、それぞれ、Ｍ（マゼンタ）色、Ｙ（イエロー）色、Ｃ（シア
ン）色、Ｋ（黒）色の画像形成用のレーザ露光器１３のレーザ光量に対応しており、予め
定められた時間間隔毎にサンプリングされた各ＬａｓｅｒＰｏｗｅｒの平均値を時系列順
にプロットしてある。また、図３では、Ｍ色用、Ｙ色用、Ｃ色用のＬａｓｅｒＰｏｗｅｒ
１～３についての正常範囲をＲ１で示しており、Ｋ色用のＬａｓｅｒＰｏｗｅｒ４につい
ての正常範囲をＲ２で示している。
【００３０】
　図３によると、Ｍ色用、Ｙ色用、Ｃ色用のＬａｓｅｒＰｏｗｅｒ１～３は正常範囲Ｒ１
にほぼ収まっており、動作上の問題がないことが分かる。一方、Ｋ色用のＬａｓｅｒＰｏ
ｗｅｒ４は２００９／８／２５辺りから急激に上昇している。この場合、予兆監視特徴量
変化検出部８４は、Ｋ色用のＬａｓｅｒＰｏｗｅｒ４に係る予兆監視特徴量について、回
帰曲線で予測される時系列変化の傾向に対する乖離の度合いが閾値以上になった（或いは
、ＬａｓｅｒＰｏｗｅｒ４についての正常範囲Ｒ２から予兆監視特徴量が外れた）という
異変を検出する。また、図３によると、矢印で示された日時にメンテナンス（保守）が実
施されており、Ｋ色用のＬａｓｅｒＰｏｗｅｒ４の急激な変化がその後は正常に戻ること
が確認される。なお、図３の事例は、画像における背景部へのトナー付着によって生じる
「かぶり」と呼ばれる画質異常が発生した事例である。
【００３１】
　画質異常推定部８５は、予兆監視特徴量変化検出部８４で時系列変化における異変が検
出された予兆監視特徴量と、当該異変の発生時点における補助データとに基づいて、発生
していること（或いは、間もなく発生すること）が予測される画質異常を推定する。画質
異常推定部８５は、例えば、過去に実施したトラブルシューティング（故障解決）の情報
に基づいて構築された、画質異常と画像形性パラメータとの関係を表すテーブル（対応表
）を用いて、発生が予測される画質異常を推定する。
【００３２】
　図４には、画質異常と画像形性パラメータとの関係（一部抜粋）を例示してある。図４
では、画像形成パラメータと画質異常との関係をマトリクス形式で表しており、画像形成
パラメータ毎に、その画像形成パラメータについて異変が検出された場合に予測される１
又は複数の画質異常に対応する欄に丸印（○）を付してある。図４の例によると、図３に
例示したＬａｓｅｒＰｏｗｅｒの異変に対応する画質異常は「かぶり」であり、「かぶり
」の画質異常の発生が予測される。なお、画質異常の発生状況や発生原因は多岐に亘って
おり、画質形成パラメータの時系列変化の原因も様々である。このため、ＬａｓｅｒＰｏ
ｗｅｒの異変が検出されたとしても、単なる局所的なパラメータ変動に依るもので画質異
常が発生しない可能性もある。
【００３３】
　上記した画質異常推定部８５は、画像形成パラメータと画質異常との関係を表す単純な
テーブルを用いることで処理の簡易化を図っているが、複合的に画像形成パラメータが変
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化するような場合には画質異常の推定精度が低くなる。また、プロセスコントロール情報
、ジョブ情報、環境情報等の補助データを効果的に利用することが難しい。そこで、例え
ば、複合的に画像形成パラメータの変化に対応可能で且つ補助データを効果的に利用可能
な、ベイジアンネットワークによる画質異常推定モデルを適用するようにしてもよい。ベ
イジアンネットワークは、因果関係に基づく有向グラフによるネットワークであり、異変
が検出された各画像形成パラメータ及びその発生時点における補助データを入力として、
画質異常を推定する画質異常推定モデルを構築することができる。
【００３４】
　図５には、ベイジアンネットワークによる画質異常推定モデルを例示してある。図５の
例では、画質異常の検出通知を表すノードＮａ、各補助データを表すノードＮｂ（Ｎｂ１
～Ｎｂ４）、各画質異常を表すノードＮｃ（Ｎｃ１～Ｎｃ４）、各画像形成パラメータを
表すノードＮｄ（Ｎｄ１～Ｎｄ１８）を用いて画質異常推定モデルが構成されている。
【００３５】
　図５によると、「かぶり」の画質異常は、そのノードＮｃ１に対する入力となるノード
Ｎｄ１～Ｎｄ４の４つの画像形成パラメータにより推定され、「色味不良」の画質異常は
、そのノードＮｃ２に対する入力となるノードＮｄ４～Ｎｄ８の５つの画像形成パラメー
タにより推定され、「線・筋」の画質異常は、そのノードＮｃ３に対する入力となるノー
ドＮｄ９～Ｎｄ１４の６つの画像形成パラメータにより推定され、「ゴースト」の画質異
常は、そのノードＮｃ４に対する入力となるノードＮｄ１５～Ｎｄ１８の４つの画像形成
パラメータにより推定されることが表されている。
【００３６】
　また、平均パッチ濃度等のプロセスコントロール情報、平均ピクセルカウント値等のジ
ョブ情報、平均温度や平均湿度等の環境情報といった補助データを表すノードＮｂ（Ｎｂ
１～Ｎｂ４）も、各画質異常を表すノードＮｃ（Ｎｃ１～Ｎｃ４）に対する入力となって
おり、これらの補助データを画質異常の推定に利用することが表されている。
　また、各画質異常を表すノードＮｃ（Ｎｃ１～Ｎｃ４）は、画質異常の検出通知を表す
ノードＮａに対する入力となっており、画質異常の発生が検出されたことに応じて、その
通知を出力することが表されている。
【００３７】
　なお、各画質異常を表すノードＮｃ（Ｎｃ１～Ｎｃ４）は、各画像形成パラメータ及び
各補助データの影響度（画質異常に影響を及ぼす度合い）を設定した条件確率表を有して
おり、各画像形成パラメータ及び各補助データの影響度を考慮して画質異常の発生を推定
するように構成されている。例えば、「ゴースト」の画質異常は、高温・高湿度の環境下
で発生し易いため、当該画像形成装置の環境情報に応じて「ゴースト」の画質異常の発生
確率を変更するようにすることで、「ゴースト」の画質異常の発生を推定する精度を向上
させることが可能となる。
【００３８】
　画質異常推定部８５による画質異常の推定の結果、テストチャート画像（検査用画像）
を用いた画質異常の予兆診断が必要であると判断された場合には、画像形成装置の状態及
びテストチャート画像出力に基づく予兆診断の要否を利用者に問い合わせる表示を操作パ
ネル上に表示させる。そして、予兆診断の実施を指示する操作入力を操作パネルにより利
用者から受け付けた場合に、テストチャート画像データ出力部８６、パラメータ調整部８
７、画質異常予兆検出部８８等による画質異常検査処理が実施される。
【００３９】
　テストチャート画像データ出力部８６は、画質異常推定部８５により推定された画質異
常に対応したテストチャート画像のデータを画像形成部６０に供給し、用紙等の記録材に
テストチャート画像を形成させる。例えば、「濃度ムラ」や「白抜け」の画質異常が推定
された場合には、中間調のパッチ画像をテストチャート画像とし、「かぶり」や「線・筋
」の画質異常が推定された場合には、白紙画像をテストチャート画像し、「ゴースト」の
画質異常が推定された場合には、ソリッドパッチと呼ばれるベタ画像の小パッチが予め定
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められた間隔で配置された画像をテストチャート画像とする。
　本例では、各テストチャート画像のデータを画質異常に対応付けてメモリに保持してお
り、推定された画質異常に応じて特定されるテストチャート画像のデータをメモリから読
み出して、画像形成部６０に供給する。
【００４０】
　パラメータ調整部８７は、画像形成部６０によるテストチャート画像の記録材への形成
にあたり、画質異常推定部８５により推定された画質異常が記録材上で顕在化し易いよう
に、画像形成部６０における画像形成パラメータを調整する。具体的には、例えば、「か
ぶり」や「ゴースト」の画質異常が推定された場合には、低濃度画像が検出し易いように
現像器１４における現像電位を調整し、その画質異常の予兆が表れ易いようにする。
【００４１】
　なお、予兆監視特徴量変化検出部８４で異変が検出された画像形成パラメータを調整す
るようにしてもよい。具体的には、例えば、「かぶり」の画質異常の発生が予測される根
拠となる画像形成パラメータであるＬａｓｅｒＰｏｗｅｒの異変に関しては、Ｌａｓｅｒ
Ｐｏｗｅｒの値を異変が検出される前の平均的な値に戻すことにより、「かぶり」の画質
異常の予兆がより顕在化し易くなる。同様に、図４に例示した関係において、ＰｒｅＴｒ
ａｎｓｆｅｒＧｒｉｄＶｏｌｔａｇｅの値に異変が検出され、「線・筋」の画質異常が推
定された場合には、「線・筋」の画質異常が検出され易いように現像電位を調整すると共
に、ＰｒｅＴｒａｎｓｆｅｒＧｒｉｄＶｏｌｔａｇｅの値を異変が検出される前の平均的
な値に戻すことにより、「線・筋」の画質異常が発生し易い状態となる。
【００４２】
　本例では、調整対象となる画像形成パラメータ及びその調整の仕方（或いは具体的な調
整値）などの調整データを画質異常に対応付けてメモリに保持しており、推定された画質
異常に応じた調整データをメモリから呼び出して画像形成部６０に供給して、各部の動作
等の制御に係る画像形成パラメータを調整させる。
　また、パラメータ調整部８７は、画質異常予兆検出部８８における画像処理パラメータ
の調整も行うが、その内容については以下で述べる。
【００４３】
　画質異常予兆検出部８８は、テストチャート画像データ出力部８６により画像形成部６
０に供給されたテストチャート画像のデータと、画像形成部６０により当該テストチャー
ト画像の形成が施された記録材を画像読み取りして得られた読取画像のデータとを比較し
て差分を検出して、当該読取画像における画質異常（画質異常推定部８５により推定され
た画質異常）の有無を検査することで、画質異常の予兆検出を行う。
【００４４】
　ここで、本例では、画像形成部６０により画像形成された記録材を装置外部の排紙収容
部に搬送する経路上に印刷検査装置として設けられた出力画像読取部７０によって画像読
み取りして得られた読み取り画像のデータを取得して、テストチャート画像のデータと比
較している。なお、コピー処理においてコピー対象の原稿を画像読み取りする画像読取部
を利用するようにしてもよく、この場合には、例えば、排紙収容部に排紙された記録材を
画像読取部にセットするよう促す表示を操作パネルに表示して、人手を介して画像読み取
りさせればよい。
【００４５】
　また、本例では、画質異常予兆検出部８８による画質異常の有無の検査にあたり、パラ
メータ調整部８７は、画質異常推定部８５により推定された画質異常の検出性が高まるよ
うに（画質異常が検出され易くなるように）、画質異常予兆検出部８８における画像処理
パラメータを調整して検出感度を高めるようにしている。画質異常予兆検出部８８により
調整される画像処理パラメータとしては、画像分割数、閾値間隔、フィルタの種類等が挙
げられる。
【００４６】
　例えば、「濃度ムラ」の画質異常に関する予兆検出の場合には、読み取りして得られた
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画像を処理するにあたり画像領域分割は行わず、フィルタは平滑化フィルタを使用して、
主走査方向及び副走査方向の投影波形積算値を算出するよう画像処理パラメータを調整す
る。そして、主走査方向の投影波形積算値の変化量が予め定められた閾値範囲を超えた場
合には、ドラム軸方向または主走査方向に「濃度ムラ」が発生している画質異常であると
判定する。また、副走査方向の投影波形積算値の変化量が予め定められた閾値範囲を超え
た場合には、用紙の副走査方向の前部分と後部分とで「濃度ムラ」が発生している画質異
常であると判定する。なお、投影波形積算値の変化量の閾値範囲を調整することにより、
「濃度ムラ」の画質異常に関する予兆検出の性能を調整できる。
【００４７】
　例えば、「線・筋」の画質異常に関する予兆検出の場合には、読み取りして得られた画
像を処理するにあたり画像領域分割は行わず、フィルタはエッジ強調フィルタを使用した
後、予め設定された２値化閾値を用いて欠陥領域を検出するよう画像処理パラメータを調
整する。２値化された画像に対し、モフォロジー処理を施し、主走査方向及び副走査方向
のつながりを検出し、「線・筋」の画質異常の有無を判定する。なお、エッジ強調フィル
タの強度及び２値化閾値を調整することにより、「線・筋」の画質異常に関する予兆検出
の性能を調整できる。
【００４８】
　例えば、「白抜け」の画質異常に関する予兆検出の場合には、読み取りして得られた画
像を処理するにあたり画像領域を複数の小領域に分割し、小領域毎にエッジ強調フィルタ
を使用した後、小領域毎の濃度平均に基づく２値化閾値で白抜け画像の領域を抽出するよ
う画像処理パラメータを調整する。「白抜け」の画質異常に対しては、上述した「線・筋
」の画質異常に関する予兆検出と同様に、モフォロジー処理を施し、主走査方向及び副走
査方向のつながりを検出し、「白抜け」の画質異常の有無を判定する。なお、エッジ強調
フィルタの強度及び２値化閾値を調整することにより、「白抜け」の画質異常に関する予
兆検出の性能を調整できる。
【００４９】
　本例では、調整対象となる画像処理パラメータ及びその調整の仕方（或いは具体的な調
整値）などの調整データを画質異常に対応付けてメモリに保持しており、推定された画質
異常に応じた調整データをメモリから呼び出して画質異常予兆検出部８８に供給して、処
理内容等の制御に係る画像処理パラメータを調整させる。
【００５０】
　画質異常予測出力部８９は、画質異常予兆検出部８８により画質異常が検出されたこと
に応じて、その画質異常や処置に関する情報を操作パネル上に表示させる。なお、検出さ
れた画質異常や処置に関する情報を出力する態様は操作パネルによる表示出力に限定する
ものではなく、例えば、画像形成部６０に供給して記録材に形成出力させてもよく、予め
指定された送信先に宛てた電子メールにより送信出力させてもよい。
【００５１】
　ここで、画質異常推定部８５により複数の画質異常が推定された場合には、それぞれの
画質異常について、テストチャート画像データ出力部８６、パラメータ調整部８７、画質
異常予兆検出部８８等による画質異常検査処理を繰り返し、その結果について画質異常予
測出力部８９により操作パネル上に表示させるように構成してある。なお、複数の画質異
常が推定された場合において、例えば、発生の可能性が高い画質異常の順に画質異常検査
処理を行い、画質異常が検出された時点で処理を中止し、以後の画質異常については画質
異常検査処理を行わないようにしてもよい。また、例えば、推定された複数の画質異常の
うち、利用者により指定された画質異常についてのみ画質異常検査処理を行うようにして
もよい。
【００５２】
　図６には、本例の画質異常検査システムにおける画質異常検査処理の流れを例示してあ
る。
　予め定められた単位時間毎に画像形成部６０から取得される画像形成パラメータ及び補
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助データを、画像形成パラメータ１次蓄積部８１に蓄積する（ステップＳ１，Ｓ２）。
　画像形成パラメータ１次蓄積部８１に予め定められた単位枚数分の画像形成パラメータ
が蓄積される毎に、予兆監視特徴量算出部８２が、各画像形成パラメータについて予兆監
視特徴量を算出し、画像形成パラメータ２次蓄積部８３に蓄積する（ステップＳ３，Ｓ４
）。
　予め定められた監視タイミングの到来に応じて、予兆監視特徴量変化検出部８４が、予
兆監視特徴量の時系列変化における異変の検出を行う（ステップＳ５，Ｓ６）。
　予兆監視特徴量変化検出部８４により予兆監視特徴量の時系列変化における異変が検出
された場合には、画質異常推定部８５が、発生が予測される画質異常の推定を行う（ステ
ップＳ７，Ｓ８）。
【００５３】
　画質異常推定部８５により推定された画質異常の１つを候補として、以下の処理（ステ
ップＳ９～Ｓ１１）を行う。
　テストチャート画像データ出力部８６が、候補の画質異常に応じたテストチャート画像
のデータを画像形成部６０に供給して、画像形成部６０によりテストチャート画像の記録
材への形成を実施させる。このとき、パラメータ調整部８７は、候補の画質異常に応じた
調整対象の画像形成パラメータ及びその調整の仕方などの調整データを画像形成部６０に
供給して画像形成部６０の動作を調整することで、記録材上における候補の画質異常が顕
在化し易いようにする（ステップＳ９）。
　画像形成部６０によりテストチャート画像の形成が記録材に施されると、出力画像読取
部７０が、当該記録材を画像読み取りして、その読取画像のデータを得る（ステップＳ１
０）。
【００５４】
　画質異常予兆検出部８８は、候補の画質異常に応じたテストチャート画像と対応する読
取画像とを比較して、当該読取画像における候補の画質異常の有無を検査する。このとき
、パラメータ調整部８７は、候補の画質異常に応じた調整対象の画像処理パラメータ及び
その調整の仕方などの調整データを画質異常予兆検出部８８に供給して画質異常予兆検出
部８８の動作を調整することで、候補の画質異常の検出感度が高まるようにする（ステッ
プＳ１１）。
　画質異常予兆検出部８８により当該読取画像について候補の画質異常が検出されなかっ
た場合には、次の画質異常を候補として上記の処理（ステップＳ９～Ｓ１１）を行うこと
を、画質異常推定部８５により推定された全ての画質異常について繰り返す（ステップＳ
１２，Ｓ１３）。
　画質異常予兆検出部８８により当該読取画像について候補の画質異常が検出されると、
画質異常予測出力部８９が、その画質異常や処置に関する情報を操作パネル上に表示させ
る（ステップＳ１２，１４）。
【００５５】
　以上のように、本例の画質異常検査システムでは、パラメータ調整部８７が、画質異常
推定部８５により推定された画質異常に応じた調整対象の画像形成パラメータやその調整
量などを画像形成部６０に供給して画像形成部６０の動作を調整すると共に、当該画質異
常に応じた調整対象の画像処理パラメータやその調整量などを画質異常予兆検出部８８に
供給して画質異常予兆検出部８８の動作を調整することで、画質異常予兆検出部８８によ
る検査において当該画質異常が検出され易いようにしている。なお、画像形成部６０の動
作の調整又は画質異常予兆検出部８８の動作の調整の一方を行うようにしてもよい。
【００５６】
　また、本例の画質異常検査システムでは、画像形成装置自身が単独で画質異常の検査を
行う構成となっているが、画像形成装置とは別に設置された監視サーバにより当該画像形
成装置における画質異常の検査を行うようにしてもよい。
　一例として、例えば、画質異常検査システムを構成する各機能部のうち、画像形成パラ
メータ２次蓄積部８３、予兆監視特徴量変化検出部８４、画質異常推定部８５を監視サー
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て画質異常の検査を行うリモート監視システムとして構成とすることができる。この場合
には、画像形成装置において予兆監視特徴量算出部８２により各画像形成パラメータにつ
いて予兆監視特徴量が算出された後、監視サーバに送信されて画像形成パラメータ２次蓄
積部８３に格納される。そして、監視サーバでは、複数の画像形成装置から送信された予
兆監視特徴量に基づいて、各画像形成装置について予兆監視特徴量の時系列変化における
異変の検出や画質異常の推定を行い、テストチャート画像出力に基づく予兆診断が必要と
判断された場合に、その情報を画像形成装置に送信して画像形成装置の状態及びテストチ
ャート画像出力に基づく予兆診断の要否を利用者に問い合わせる表示を操作パネル上に表
示させ、利用者からの指示に応じて画質異常検査処理を実行させる。
【００５７】
　図７には、本例の画質異常検査システムにおける画質異常検査部８０（画質異常検査装
置）として動作するコンピュータの主要なハードウェア構成を例示してある。
　本例では、各種演算処理を行うＣＰＵ９１、ＣＰＵ９１の作業領域となるＲＡＭ９２や
基本的な制御プログラムを記録したＲＯＭ９３等の主記憶装置、本発明の一実施形態に係
るプログラムや各種データを記憶する補助記憶装置（例えば、ＨＤＤ等の磁気ディスクや
、フラッシュメモリ等の書き換え可能な不揮発性メモリなど）９４、各種情報を表示出力
するための表示装置及び操作者により入力操作に用いられる操作ボタンやタッチパネル等
の入力機器とのインタフェースである入出力Ｉ／Ｆ９５、他の装置との間で有線又は無線
により通信を行うインタフェースである通信Ｉ／Ｆ９６、等のハードウェア資源を有する
コンピュータにより構成されている。
　そして、本発明の一実施形態に係るプログラムを補助記憶装置９４等から読み出してＲ
ＡＭ９２に展開し、これをＣＰＵ９１により実行させることで、本発明の一実施形態に係
る画質異常検査装置の各機能をコンピュータ上に実現している。
【００５８】
　なお、本例では、画質異常検査装置の各機能部を１台のコンピュータに設ける構成とし
てあるが、各機能部を複数台のコンピュータに分散して設ける構成としてもよい。
　また、本発明の一実施形態に係るプログラムは、例えば、当該プログラムを記憶したＣ
Ｄ－ＲＯＭ等の外部記憶媒体から読み込む形式や、通信回線等を介して受信する形式など
により、本例に係るコンピュータに設定される。
　また、本例のようなソフトウェア構成により各機能部を実現する態様に限られず、それ
ぞれの機能部を専用のハードウェアモジュールで実現するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５９】
　６０：画像形成部、　７０：出力画像読取部、　８０：画質異常検査部、
　８１：画像形成パラメータ１次蓄積部、　８２：予兆監視特徴量算出部、　８３：画像
形成パラメータ２次蓄積部、　８４：予兆監視特徴量変化検出部、　８５：画質異常推定
部、　８６：テストチャート画像データ出力部、　８７：パラメータ調整部、　８８：画
質異常予兆検出部、　８９：画質異常予測出力部
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